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第２節 健康いばらき２１・食育推進計画（第３次） 

 

１ 健康いばらき２１・食育推進計画（第３次）の策定方針 

 

第２次計画から健康いばらき 21・食育推進計画は、健康増進計画としての「健康いばらき

21」と食育推進計画としての「茨木市食育推進計画」を一体化して策定しており、下の図で

それぞれの計画の取組と、それにより目指すべきところを示しています。 

 

図 健康いばらき２１・食育推進計画（第３次）の策定方針 

 

７分野の推進 

（1）食育推進（栄養・食生活） 

（２）身体活動（運動） 

（３）休養・こころの健康 
 

（４）たばこ対策 
 

（５）自己の健康管理 
 

（６）歯と口の健康 
 

 （７）みんなで進める健康づくり 
 

 

つくる・たべる・つどう・つたえる

の食の『４つの“Ｔ”』の推進 

健康いばらき２１ 食育推進計画 

 

健康づくりや健全な食生活に取り組む市民の増加 

茨木市データヘルス計画 (第２期) 

 

茨木市特定健康診査等実施計画 (第３期) 

整合性・連動 

栄養・食生活 

 

食事マナー(感謝の念等)  

食文化の継承 

食の安全性の確保 

食の循環や環境 

食に関する体験活動 

食糧自給率向上（地産地消

等） 

食と歯と口の健康 など 

 

一体化 

それにより 
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生涯を通じた健康づくりと生活習慣病予防の推進 

がん、循環器疾患、糖尿病、 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の

予防 

 

健康寿命の延伸・生活の質（ＱＯＬ）の向上 

それにより 
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